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議案第４８号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和 ８ 年 ５ 月２１日提出 

 

                   小田原市長 加 藤 憲 一 
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専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

小田原市市税条例（昭和５０年小田原市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第２５条の２を削る。 

第２６条（見出しを含む。）、第２７条の見出し及び同条第１項、第２８条の見出し

及び同条第１項並びに第２９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第３７条第２号中「、法第４５４条」を削る。 

附則第６項及び第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改

める。 

附則第１４項から第１６項までを削る。 

附則第１７項の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「附則

第２８項から第３０項まで」を「附則第２５項及び第２６項」に、「種別割」を「軽自

動車税」に改め、同項を附則第１４項とする。 

附則第１８項の前の見出しを削り、同項を附則第１５項とし、同項の前に見出しとし

て「（平成１８年度分の個人の市民税の課税の特例）」を付し、附則第１９項を附則第

１６項とする。 

附則第２０項の前の見出しを削り、同項を附則第１７項とし、同項の前に見出しとし

て「（平成１９年度分の個人の市民税の課税の特例）」を付し、附則第２１項を附則第

１８項とする。 

附則第２２項の前の見出しを削り、同項を附則第１９項とし、同項の前に見出しとし

て「（旧民法第３４条の法人から移行した法人等に係る市民税の特例）」を付し、附則

中第２３項を第２０項とし、第２４項から第２７項までを３項ずつ繰り上げる。 

附則第２８項の前の見出しを削り、同項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１
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日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に、「種別割」を「軽

自動車税」に改め、同項を附則第２５項とし、同項の前に見出しとして「（令和８年度

から令和１０年度までの各年度分の軽自動車税の税率の特例）」を付する。 

附則第２９項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削

り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の種別割」を「令和８年度分の軽自動車税」に改め、同項

を附則第２６項とする。 

附則中第３０項を削り、第３１項を第２７項とし、第３２項を第２８項とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

２ 改正後の小田原市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の

年度分の軽自動車税について適用する。 

３ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環

境性能割については、なお従前の例による。 

４ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

５ この条例の施行前にした行為並びに前２項の規定によりなお従前の例によることと

される軽自動車税の環境性能割及び種別割に係るこの条例の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一 

 

（理由） 

地方税法が一部改正され、軽自動車税の環境性能割が廃止されること等に伴う所要の

措置を講ずるに当たり、特に緊急を要するため専決処分するものであります。 


